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簡素で一元的な権利処理方策について（中間まとめ）（素案）

Ⅰ．問題の所在及び検討経緯

１．はじめに

文化審議会は、令和３年７月 19日、文部科学大臣から「デジタルトランスフォーメー

ション（ＤＸ）時代に対応した著作権制度・政策の在り方について」諮問されたことを受

け、著作権分科会基本政策小委員会において、同年８月に第１回を開催して以降、○回に

わたり、審議を進めてきた。

審議に当たっては、ネットクリエイターやいわゆるＺ世代等のＤＸ関係者を含め、ク

リエイター等の著作権者等や利用者、事業者等、多様な関係者からヒアリングを行うと

ともに、審議の参考にするための意見募集を広く行ってきた。

  本中間まとめは、上記諮問のうち、優先して審議を行ってきた「ＤＸ時代に対応した

コンテンツの利用円滑化、適切な対価還元方策について」のうち、「簡素で一元的な権利

処理方策と対価還元」について及び「ＤＸ時代に対応した著作権制度・政策の普及啓発・

教育」について、一定の方向性をとりまとめたものである。

２．問題の所在と背景

（１）諮問理由

  デジタル化・ネットワーク化が急速に進展し、人々の生活がデジタル技術により豊か

に変化していく「デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）」の推進は、文化芸術にお

ける創作・流通・利用に大きな影響を与えている。

  誰もがコンテンツの創作を行い、様々なユーザーがコンテンツを容易に利用し、さら

なる創作が行われるようになったことで、一般ユーザーが創作するコンテンツや、必ず

しもビジネスの対象とならないようなコンテンツも急速に増えている。

  この環境の変化は、コンテンツの利用場面では、優れたコンテンツに触れる機会が増

大するとともに、コンテンツの創作や公表、流通の場面では、既存の流通システムにと

らわれない新たなコンテンツ提供手段が広がることや新たな創作の機会を増やし、次な

る創作の原資となる収益の拡大につながると考えられる。

  このような、利用円滑化による対価還元の創出や増加が新たな創作活動につながると

いう「コンテンツ創作の好循環」の最大化は、文化振興にも資する。

  一方で、商用の著作物等に加え、これまでに創作されてきた過去のコンテンツのアー

カイブや配信等の新たな利用、また、今もなお無数に創作されている一般ユーザー創作

のコンテンツなどについて、その著作権者等の探索も含む権利処理コストが高いといっ

た理由で必ずしも利用に結びついていないとの声がある。

  以上のような背景を踏まえ、今般、「デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）時代
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に対応した著作権制度・政策の在り方について」の諮問の中で、コンテンツの利用円滑

化とクリエイターへの適切な対価還元の両立を図るため、過去のコンテンツ、一般ユー

ザーが創作するコンテンツ、著作権者等不明著作物等の膨大かつ多種多様なコンテンツ

について、いわゆる拡大集中許諾制度等を基に、様々な利用場面を想定した、簡素で一

元的な権利処理が可能となるような方策の審議が行われることとなった。 
 
 
（２）政府の計画等 
  簡素で一元的な権利処理については、令和３年度の政府の各種決定等にも次のように

記されている。 
 
・規制改革実施計画 （令和３年６月１８日閣議決定） 抄 

  Ⅱ分野別実施事項 
  ２．デジタル時代に向けた規制の見直し 
  （12）Society5.0 の実現に向けた電波・放送制度改革の在り方 
   19 デジタル時代におけるコンテンツの円滑な流通に向けた制度整備 

文化庁は、デジタル技術の進展・普及に伴うコンテンツ市場をめぐる構造変化を 

踏まえ、著作物の利用円滑化と権利者への適切な対価還元の両立を図るため、過去コ

ンテンツ、ＵＧＣ（いわゆる「アマチュア」のクリエイターによる創作物）、権利者

不明著作物を始め、著作権等管理事業者が集中管理していないものを含めた、膨大か

つ多種多様な著作物等について、拡大集中許諾制度等を基に、様々な利用場面を想定

した、簡素で一元的な権利処理が可能となるような制度の実現を図る。その際、内閣

府（知的財産戦略推進事務局）、経済産業省、総務省の協力を得ながら、文化審議会

において、クリエイター等の権利者や利用者、事業者等から合意を得つつ検討を行い、

所要の措置を講ずる。 
※実施時期：令和３年検討・結論、令和４年度措置 
※所管府省：内閣府、総務省、文部科学省、経済産業省 
 

 ・知的財産推進計画２０２１（令和３年７月１３日知的財産戦略本部） 抄 
Ⅲ．知財戦略の重点７施策 
４．デジタル時代に適合したコンテンツ戦略 
（１）デジタル時代のコンテンツ戦略と著作権制度・関連政策の改革 
（施策の方向性） 

文化庁は、デジタル技術の進展・普及に伴うコンテンツ市場をめぐる構造変化を踏

まえ、著作物の利用円滑化と権利者への適切な対価還元の両立を図るため、過去コン

テンツ、UGC、権利者不明著作物を始め、著作権等管理事業者が集中管理していな

いものを含めた、膨大かつ多種多様な著作物等について、拡大集中許諾制度等を基に、

様々な利用場面を想定した、簡素で一元的な権利処理が可能となるような制度の実現



3 
 

を図る。その際、内閣府（知的財産戦略推進事務局）、経済産業省、総務省の協力を

得ながら、文化審議会において、クリエーター等の権利者や利用者、事業者等から合

意を得つつ 2021 年中に検討・結論を得、2022 年度に所要の措置を講ずる。 
（短期、中期）（文部科学省、内閣府、総務省、経済産業省） 

 
 
３．検討経緯 
  著作物等の流通促進のための権利処理の円滑化等については、これまでも著作権分科

会において審議を行ってきた 1。 

  特に、いわゆる拡大集中許諾制度については、平成 26年度の法制・基本問題小委員会

における、著作物等の流通推進のための権利処理の円滑化に関する検討において、「権利

者不明著作物も含め大量の著作物等の権利処理を行う上で、利用者にとって窓口の一元

化や権利者捜索費用、取引費用の低減といった観点から利便性の高い制度となりうるも

のであるが、権利の集中管理の進展状況を踏まえつつ検討することが必要である」との

意見や、「本制度を導入することにより集中管理が進展するのではないか」との意見があ

った。平成 27 年３月の審議経過報告 2では、我が国における実現可能性について、中長

期的な視点から検討を進めることが適当であるとされた。 

平成 27年度には、拡大集中許諾制度に関する諸外国の状況等 3について、平成 28年度

には、同制度の我が国への導入可能性やその場合の課題等 4について、調査研究を実施し

た。また、平成 28 年度の法制・基本問題小委員会 5では、同制度は利便性の高い制度と

なり得る一方、集中管理団体が、委託を受けていない著作物等の利用について許諾する

ことができる根拠について疑問を呈する意見や、裁定制度の見直しによる効果を見極め

た上で検討が必要であるという意見、権利の集中管理の進展状況を踏まえつつ検討する

ことが必要であるとの意見が示された。他方、本制度を導入することにより集中管理が

進展するのではないかとの意見もあったところであり、著作物等の流通推進を図る観点

から、今後も検討を進めることが適当であるとされた。 

平成 29 年度法制・基本問題小委員会では平成 27 年度、28 年度の調査研究の結果を踏

まえて議論を行い、審議経過報告 6において、著作権制度の改正により拡大集中許諾制度

導入の検討をする場合は、具体的な制度内容の検討を併せて行いつつ、その法的正当化

の可否について検討を進めることが必要であることを確認し、その検討に当たっては、

制度導入の必要性、どのような制度設計が望ましいか及び当該制度の導入によって期待

される政策効果を明らかにするため、権利者不明著作物を含む集中管理のなされていな

                                                   
1  詳細は、令和３年８月５日開催の第１回著作権分科会基本政策小委員会の参考資料４を参照。 
2  平成 26 年度法制・基本問題小委員会の審議の経過等について（平成 27 年３月３日） 
3  平成 27 年度文化庁委託事業「拡大集中許諾制度に係る諸外国基礎調査」 
4  平成 28 年度文化庁委託事業「拡大集中許諾制度に関する調査研究」 
5  文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会中間まとめ（平成 29 年２月） 
6  平成 29 年度法制・基本問題小委員会の審議の経過等について（平成 30 年２月 28 日） 
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い著作物の利用に係るニーズを把握した上で、検討を行うこととされた。また、補償金請

求権を伴う権利制限、報酬請求権、裁定制度、ライセンス優先型権利制限など、著作物の

流通推進を図る他の制度も存在するため、これらの制度の中で、あるいはこれらの制度

を組み合わせたスキームにより、実質的に拡大集中許諾制度と同様の制度を実現するこ

とが考えられることにも留意しながら適切な政策手段を選択する必要があると整理され

ていたところである。 
  また、令和２年９月に、内閣府知的財産推進本部に置かれた「デジタル時代における

著作権制度・関連政策の在り方検討タスクフォース」においてデジタル時代の実態に応

じた著作権制度を含めた関連政策の在り方について議論が行われ、令和３年３月の「中

間とりまとめ」においては、デジタル時代に対応した利用円滑化方策と権利者の利益保

護の両立を目的として、①補償金付権利制限規定、②混合型（メンバー：集中管理、ノ

ンメンバー：補償金付権利制限規定）、③拡大集中許諾制度、④権利者不明等の場合の裁

定制度の抜本的な見直しの４点について比較・分析等を行い、デジタル時代の環境変化

を受けた「現状と課題」に応えられるようにすること、一元的な処理を可能としつつ、

権利者の意思の尊重にも留意すること、市場合理的かつ迅速な対価決定を行うことが可

能であること、権利処理に当たっての障害を社会的意義や合理性に照らして簡潔かつ適

切に解決できることなどの条件を実質的に満たす制度改革を行う必要があるとされた。 
  令和３年４月には、文化庁においても、文化庁次長主催で有識者が参画する「ＤＸ時

代に対応した著作権制度・政策の見直しに関する勉強会」を開催し、「課題の整理」とし

て、デジタル化・ネットワーク化の進展に伴う著作物の創作・流通・利用を巡る急速な

環境変化を踏まえ、文化の発展を図り、またコンテンツ産業の健全な発展へ貢献する観

点から、著作物の円滑な利用と保護、著作権者等への適切な対価還元の両立によるコン

テンツクリエーションサイクルを最大化するため、文化審議会において、ＤＸ時代に対

応した著作権制度・政策を総合的に検討・具体化すること、そして、通常市場に流通し

ていない（アウトオブコマース）作品や一般ユーザー創作した作品（例：ＵＧＣ）等著

作権者へのアクセスが難しく著作権の処理が困難になりやすいコンテンツを利用場面等

に即して簡素で一括的に権利処理できるよう、例えば、著作権者等の情報や意思を集約

するデータベースの構築・充実、集中管理の促進、裁定制度の抜本的見直し、いわゆる

拡大集中許諾制度、権利制限等の各種方策を総合的に検討し、必要な措置を講じる旨示

したところである。 
  この「課題の整理」を中心に、２．（２）に示した政府の計画等を踏まえ、今般の大臣

からの諮問が行われたところである。 
  なお、本基本政策小委員会での検討経緯は参考資料○を参照。 
 
 
４．諸外国のいわゆる拡大集中許諾制度の導入について 
（１）北欧諸国 

北欧諸国においては、1960 年代から拡大集中許諾制度が導入されており、北欧諸国
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５か国 7においては、制度導入当初は、拡大集中許諾制度の対象となる利用行為が個別

に指定されていた。指定されている利用行為の例としては、放送における利用、図書

館・美術等における複製、教育活動のための複製、企業における内部複製等、多くが共

通している。一方、近年、技術の発展等に対応して都度個別に規定を定める負担等を踏

まえ、適用対象となる著作物の種類や利用主体・利用態様等を事前に法定して特定しな

い拡大集中許諾制度（いわゆる「一般ＥＣＬ」）の導入が進んでいる。ただし、範囲が

限定された利用に限る場合や、後述の団体の認可等により特定の分野における著作物

の利用に限定されている。 

集中団体の適格性として、５か国全てにおいて当該著作物の著作権者等の相当数を

代表する団体であることが求められ、多くは政府等の認可を得ること等が定められて

いる。また、拡大集中許諾契約から離脱するためのオプトアウト 8の仕組みが設けられ

ている。 

 

（２）ＥＵ及びＥＵ加盟国 

 ＥＵでは、2015年に「現代的な著作権法の制定」を掲げた「デジタル単一市場戦略」

を発表し、2019 年６月に「デジタル単一市場の著作権に関する指令（以下、ＤＳＭ指

令という。）」9が発行された。本指令では、文化遺産機関による商業的に入手できない

著作物等の利用についての拡大集中許諾制度の導入義務を定め（第８条第１項）てい

る。また、「関係する著作物またはその他の保護対象物の利用の性質または種類を理由

として、著作権者等から個別に許諾を得ることが、求められるライセンス取得に必要な

取引を見込めないほど一般的に費用を要しかつ困難である場合」に、自国領土内での使

用に関し拡大集中許諾に係る規定を定めることができる（第 12条第１項、第２項）と

している。いずれの場合にも、拡大集中許諾を行う権利者団体の要件として、代表性の

要件が定められている。 
ＥＵ加盟国は、2021 年６月７日の本指令の国内法化の期限までに、文化遺産機関に

よる商業的に入手できない著作物等の利用に関する拡大集中許諾制度については制度

化が求められており、一般ＥＣＬの制度化は任意であった。７月末時点 10では、国内法

化が終了したのはドイツ、オランダ含め４か国のみとなっている。ドイツにおいては、

集中管理団体法（VGG）において、一般ＥＣＬ（ＤＳＭ著作権指令 12条に当たる）が、

集中管理団体法（VGG）及び著作権法（UrhG）において、商業的に入手できない著作

物等に関する拡大集中許諾制度が定められた。一般ＥＣＬについては、集中管理団体法

                                                   
7  平成 27 年度文化庁委託事業「拡大集中許諾制度に係る諸外国基礎調査」実施時点において、拡大

集中許諾制度を導入していた、アイスランド、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンラ

ンドの５か国。 
8  北欧諸国においては、対象となる利用行為によって、オプトアウトが法律上明確に規定されていな

いものもある。 
9  公益社団法人著作権情報センターＨＰより一部引用。

https://www.cric.or.jp/db/world/EU/EU_02a.html#8 
10  ７月 26 日時点で、ドイツ、ハンガリー、マルタ、オランダのみ。 
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において、集中管理団体の代表性やオプトアウト条項が定められている。また、オラン

ダにおいては、一般ＥＣＬを法律で規定した上で、具体的な範囲は政令で定めることと

している。ＥＵにおける拡大集中許諾制度の国内法化及び運用の状況については、今後

も注視する必要がある。 
 

（３）その他 
イギリスにおいては、法律上利用行為を限定せず、一般ＥＣＬとして 2014 年に導 

入された 11他、他複数の国においても制度導入の検討等の動き 12がある。 
 
 
 
 
  

                                                   
11  平成 27 年度文化庁委託事業「拡大集中許諾制度に係る諸外国基礎調査」実施時点においては、制

度の運用はされていない。 
12  韓国は、「-著作権ビジョン 2030 -文化が経済となる著作権大国」（JETRO 仮訳）において、「拡大

された集中管理」の導入を挙げている。また、中国においては、2021 年に施行された第３回著作権

法改正の草案段階において拡大集中許諾制度の導入が検討されていたが、ＥＣＬの適用範囲や代表

性要件等について議論があり、見送られた経緯がある（2021 年 7 月 30 日第 11 回一橋知的財産法研

究会での譚天陽氏の発表）。 
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Ⅱ．検討結果（目指すべき方向性） 
 
１．簡素で一元的な権利処理について 
 
（１）いわゆる「拡大集中許諾制度」を基にした簡素で一元的な権利処理が可能となる仕

組みの実現 
 
  簡素で一元的な権利処理方策については、権利処理のための著作権者等の探索や権利

処理の迅速化等の権利処理コストの低減につながることや適法利用が促されること、ま

た、これまで利用がされてこなかった著作物等の利用の促進による新たな対価還元の創

出といった期待がある。 
  いわゆる「拡大集中許諾制度」の導入については、ワンストップでの権利処理、スピ

ーディーな権利処理といったメリットがあるとの意見があり、前述のとおり、海外で導

入した国や導入を検討する国が増えていることに鑑み、我が国の制度や実態も踏まえ、

簡素で一元的な権利処理が可能となる仕組みを実現することが望ましい。 
  このため、これまでの審議において、合意を得つつ検討を進めてきた、クリエイター

の意思（許諾権等）の尊重や二次創作に係る柔軟な運用を阻害しないこと、既存のライ

センスビジネスや商慣行に悪影響を与えないようにすること、安心して著作物等を利用

できること、制度や仕組みについて、管理運営コストを考慮し、持続可能な仕組みとす

ること、といった留意点を踏まえ、実現を目指すべき方向性としては次の通りとなる。 
 
 （目指すべき方向性） 
  著作物等の種類や分野を横断する一元的な窓口を創設し、分野横断データベース等を

活用した著作権者等の探索等を行い、著作権者が明確な場合は当該著作権者や集中管理

を行っている著作権等管理事業者に取次や案内を行う。また、分野横断データベース等

に権利情報がなく、集中管理がされておらず、分野を横断する一元的な窓口による探索

等においても著作権者等が不明の場合や、著作物等に権利処理に必要な意思表示がされ

ておらず、著作権者等へ連絡が取れない場合、又は連絡を試みても返答がない場合等に

ついて、新しい権利処理の仕組みを創設し、当該著作物等 13を円滑かつ迅速に利用でき

るようにする。 
 この新しい権利処理の仕組みとしては、いわゆる「拡大集中許諾制度」のように、窓口

組織又は特定の管理事業者が許諾に相当する効果を与えることや、窓口組織への申請や

十分な使用料相当額の支払いをもって利用又は暫定利用を可能とすること、あるいは窓

口組織が著作権者等不明著作物に係る文化庁長官への裁定申請手続を代行することなど

が考えられる。 

                                                   
13  いわゆる「アウトオブコマース」といった市場に流通しておらず利用することができないものも

含まれる。 
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 これにより、著作物等を利用する際の、著作権者等の探索に係るコストは最小化され

るとともに、これまで必ずしも利用につながらなかった、インターネット上のいわゆる

ＵＧＣコンテンツの多くに見られるような意思表示がなかったり連絡がとれなかったり

する場合の権利処理が可能となる。また、いわゆる拡大集中許諾制度に対する懸念点と

して示されていた、ライセンス市場等の既存ビジネスへの影響や、集中管理率が低い我

が国における実現可能性という点も一定程度、克服が可能になると考えられる。 
さらに、分野を横断する一元的な窓口の創設や分野横断データベースの構築・拡充は、

今後生じ得る新たな利用場面に柔軟に対応できるいわゆる拡大集中許諾制度の導入に資

するものと考えられる。 
 
  なお、これまでの審議・ヒアリング・パブリックコメント等で挙げられた、簡素で一

元的な権利処理が想定される場面（特に、利用の促進による新たな対価の創出が期待さ

れる場面）は次のとおりであるが、デジタル化や技術革新が進む中、今後も必要とされ

る場面が増えていくことが考えられる。 
 ・ 過去の放送番組や舞台公演等のデジタルアーカイブ・配信 
・ 過去に出版された書籍・雑誌や当該書籍・雑誌に掲載された挿絵や写真等の利用 
・ 著作権者等が不明又は著作権者等に連絡をとることができないこと等により利用許

諾が得られないコンテンツの利用 
・ 複数の著作権者等がおり、全員の利用許諾を得ることができないために利用に至ら

ないコンテンツの利用 
・ ＵＧＣ（一般ユーザーが創作する作品）等のデジタルコンテンツの二次利用 
・ 授業目的の複製・公衆送信に係る権利制限規定の範囲を超える利用（教職員研修や

生涯学習等） 
 
 
（２）分野横断データベースの構築 

分野を横断する包括的な権利情報データベースは、利用者にとって著作権者等探索の

コストを軽減するとともに、クリエイターにとっても利用機会の拡大等に資する。また、

著作権等管理団体にとっては、適正な分配や管理運営コストの軽減にもつながる可能性

がある。 
現在、著作権等管理団体や一部の権利者団体において、各団体の管理業務や流通等の

ためのデータベースが整備されており、その内容や公表範囲は様々である。 
このため、既存のデータベースと連携させた、分散管理型の分野横断的な権利情報デ

ータベースの構築が望まれる。その場合、システムの規格を標準化する必要があるが、著

作物の分野により、団体のデータベース整備の状況が異なること、ビジネス等における

情報ニーズが変わることから、拡張性の高い仕組みを構築するとともに、著作権者にと

ってもインタラクティブでアクセスしやすいものとしていくことで将来的にはニーズの

あるあらゆる分野を対象とする方向を目指す。あわせて、データベースに掲載する権利



9 
 

情報の統一やフォーマットの標準化、それぞれのデータベースにあるデータを紐づける

ために必要なＩＤやコードに関するルール等、より詳細な検討が必要である。 
一方、実現可能性や持続可能性の観点から、データベースの構築及び管理・運用にかか

るコストの負担等を考慮する必要がある。これについては、本データベースを利用する

主体や管理運営する主体として、例えば、（３）の分野を横断する一元的な窓口組織を想

定するなどし、権利情報等必要最小限の設計とすることや、コンテンツ情報については、

音楽権利情報検索ナビや Japan Search 等の既存のデータベースとの連携等の工夫が考

えられる。 
なお、著作権法第 47条の５（電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随す

る軽微利用等）の効果的な活用も考えらえる。 
 

また、分野ごとのデータベースを拡充していくことも必要であり、例えば、令和３年の

著作権法改正で可能となる図書館資料等の公衆送信を視野に入れた書籍等のデータベー

ス構築も進められるべきである。 
そのほか、集中管理がされていないコンテンツやＵＧＣ等に関する情報が掲載される

ことが望ましく、著作物等の利用条件等を登録、公表できたり、対価を得られたりすると

いった、利用者にとっても著作権者等にとっても Win-Win となる仕組みを目指すべきで

ある。例えば、登録のインセンティブを付与するため、商用利用のためのデータベースや

サービスへの接続、コンテンツ投稿プラットフォームとの連携も合わせて検討すべきで

ある。 
 

これらを推進するための国の支援の一環として、例えば、本年 11 月より経済産業省に

よる調査研究 14が実施されるが、引き続き、調査研究事業の実施等の支援の在り方につ

いても、検討が行われることが望ましい。 
 
（３）集中管理の促進 

著作権等の集中管理については、コンテンツの円滑な利用に貢献するものであり、促

進されるべきものである。商業用映画等、著作権者自らが個別に管理しライセンスを行

うといった著作権者の意思を尊重しつつ、集中管理団体が集中管理を促進するための次

のような機能強化方策を引き続き検討すべきである。 
   ・各分野に必要な情報を掲載したデータベースの構築・運用 
   ・集中管理団体による無断利用対策や対価還元 
   ・集中管理の意義やメリット等も含め、クリエイターへの著作権教育の実施 
      ・集中管理されている著作物のオンラインでの許諾手続 
 

                                                   
14  経済産業省令和３年度コンテンツ海外展開促進事業 著作物等の簡素で一元的な権利処理の実現化

に関する調査事業 
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（４）分野を横断する一元的な窓口組織による新しい権利処理の仕組み 
分野を横断する一元的な窓口組織の創設については、これまでの審議等において、権

利処理に係る探索コストの低減や、適法なコンテンツ利用の向上に資するとの意見が示

されている。 
従前のとおり、利用者が直接個別の著作権者等に許諾を得ることを原則としつつも、

例えば、複数の著作権者等が想定される場合や、著作権者等の探索が必要となる場合に、

利用者のニーズに応じて、この分野を横断する一元的な窓口組織を活用して権利処理を

行う場合のフローとしては次のようなものになる（後出のイメージ図参照）。 
①利用者が分野を横断する一元的な窓口組織に相談 
②窓口組織での著作権者等の探索（権利情報データベースの活用等） 
③判明した集中管理事業者や個別の著作権者等の紹介を受け権利処理 
④著作権者等が不明な場合について、窓口組織の協力を得つつ探索を行う 
 

この時、現行法においては、著作権者不明等の著作物に係る裁定制度の仕組みがあり、

利用することもできるが、当該手続については、利用者にとっては難易度が高く、さらに

は供託手続等の煩雑さが指摘されているところである。また、著作権者等が判明し連絡

を試みても返答がない場合等については、利用の途が開かれていないところである。 
このため、次のような新しい権利処理の仕組みを検討し、こうした著作物等の利用円

滑化を進めてはどうか。 
具体的には、分野横断データベース等に権利情報がなく、集中管理がされておらず、分

野を横断する一元的な窓口による探索等においても著作権者等が不明の場合や、著作物

等に権利処理に必要な意思表示がされておらず、著作権者等へ連絡が取れない場合、又

は連絡を試みても返答がない場合等について、例えば次のような仕組みにより著作物等

（いわゆる「アウトオブコマース」を含む）を利用可能とすることができるか検討する必

要がある。 
①いわゆる「拡大集中許諾制度」のように、窓口組織又は特定の管理事業者が許諾に

相当する効果を与えること 
②窓口組織への申請や十分な使用料相当額の支払いをもって利用又は暫定利用を可

能とすること 
③利用者の求めに応じ、窓口組織が文化庁長官への裁定申請手続を代行すること 

   
これまでの審議においては、著作物について、その著作権者等による意思表示がされ

ることの重要性が指摘されている。例えば、意思表示がされることにより、①安心して利

用できる、②オーファンワークスとなることを未然に防止できる、③著作物等の広報・広

告となり利用可能性が高まる、といったことにつながる。 
意思表示の方法としては、例えば「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス」や文化庁

の「自由利用マーク」を活用すること、インターネット上のプラットフォームを使う場合

に、権利処理を促す連絡先を示すことや利用規約等を掲げておくことなどがこれまでの
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議論で挙げられているが、意思表示の在り方や手法については、引き続き検討を行って

いくべきである。 
さらに、意思表示の信頼性の確保や意思表示自体の保護についても、この新しい権利

処理の仕組みと併せて検討を行う必要がある。 
また、新しい権利処理の仕組みについて、著作権者の意思等を尊重するための簡易で

わかりやすいオプトアウトの仕組みを検討する必要がある。 
こうした意思表示の重要性については、著作権の普及啓発においても強調されること

が必要である。 
 
なお、分野を横断する一元的な窓口組織には一定の管理運営コストが生じると考えら

れるため、この創設に当たっては、分野横断データベースの活用等による管理運営コス

トを最小限にする工夫や、探索支援、権利処理支援に伴う手数料収入等、持続可能な仕組

みとすることが求められる。 
 
 
（５）現行の著作権者不明等の著作物に係る裁定制度の改善 

著作権者不明等の場合の著作物の利用に係る裁定制度とは、著作権者が不明であるな

どの理由により、相当な努力を払っても著作権者と連絡することができない場合に、文

化庁長官の裁定を受け、かつ、文化庁長官が定める額の補償金を著作権者等のために供

託することで、その著作物等を利用することができる制度である。 
裁定制度については、これまでも制度面・運用面の改善を行ってきており、裁定件数は

増加傾向にあるが、著作権者等が不明であるという事実を担保するに足りる程度の「相

当な努力」を行った上で、補償金の適切な額の算定を行う必要があり、その運用の改善の

ニーズは多い。 
より迅速な改善方策として、例えば、申請に必要な供託手続の不要化、供託金の算定の

根拠となる情報の提供、供託手続の改善又は供託金に係る制度の見直しや手続の民間委

託等が考えられる。 
なお、具体的な方策については、（２）の権利処理に資する一元的な窓口の担う業務と

組み合わせて検討する必要がある。 
 
 
（６）その他 
  「ＵＧＣ」等についての利用促進については一定のニーズがあるが、これらを定義す

ることや具体的に当てはめていくことは難しいと考えられる。このため、例えば、ネッ

ト上で非営利・無料で公開している場合や、利用条件等により著作権者等の意思が明示

されていない、連絡をとっても回答がない、というような客観的な条件や一定の手続を

設け、暫定的利用を可能とする制度設計が可能かを検討することが考えられる。 
  一方で、多くの「ＵＧＣ」等がＳＮＳやプラットフォームに掲載され、それぞれの利
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用規約等に即して利用されている実態があるほか、商用コンテンツや必ずしも適法な利

用とはいえないコンテンツが含まれる「ＵＧＣ」等が存在することを踏まえると、この

検討に当たっては、「ＵＧＣ」等の利用場面として想定される具体的ニーズを踏まえた上

で、（３）権利処理に資する一元的な窓口による権利処理や、（４）現行の裁定制度の改

善等の全体の議論の中で併せて検討を進めるべきである。 
  保護期間の複雑な計算や著作権者等の没年不詳の場合に、著作物等の円滑な利用につ

ながらないケースがあり、これらを解決することは、著作物等の利用円滑化にも資する

といえる。保護期間を延長した際の議論の経緯や条約との整合性の論点を踏まえつつ、

例えば、著作者の没年不詳等の場合に、保護期間の起算点となるその没年を推定させる

仕組みの検討なども考えられる。 
  なお、１．簡素で一元的な権利処理について、において示した権利情報データベース

の構築や充実等については、こうした保護期間に係る課題を一定程度解消することにも

資するため、権利情報データベースの構築等に当たっては、保護期間に係る情報も含め

ていくこととすべきである。 
  また、複数の著作権者等のうち一部の者の許諾が得られず、利用に至らないコンテン

ツの利用円滑化については、著作権者等の意思を尊重しつつも、著作権者不明等により

意思の確認ができない場合については、１．の簡素で一元的な権利処理により一定の解

決が図られると考えられる。 
  そのほか、現状の著作権等に係る取引や利用報告等においてフィンガープリント技術

が用いられていたりするなど、今後も新しい技術の導入による状況の変化が想定される

ところである。こうした新しい技術の動向も見据えつつ、運用面や制度面での検討を行

っていくことが重要である。 
 
 
 
２．ＤＸ時代に対応した著作権制度・政策の普及啓発・教育について 
 
  著作物等の利用円滑化と適切な対価還元の実現に当たっては、著作権制度・政策の普

及啓発や教育が欠かせない。特に、ＤＸ時代において、誰もが著作者となり、既存の著

作物等を活用しながら新しい著作物を生み出していく潮流にある中、その普及啓発・教

育の在り方もＤＸ時代に対応したものである必要がある。 

 
（１）普及啓発に関する取組の現状 
  著作権に関する普及啓発に関しては、文化庁による制度・政策に関する普及・啓発の

みならず、学校教育や経済界とも連携した知的財産の創造を図る取組など多角的に行わ

れている。 
具体的には、文化庁では、教職員、図書館等職員、都道府県等著作権事務担当者を対象

とした講習会を実施するほか、自治体との共催により広く一般国民を対象とした著作権
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セミナーを実施している。また、著作権広報大使「ハローキティ」による啓発動画の発信

や啓発イベントの実施等の普及啓発活動を行っている。 

学校教育としては、新学習指導要領（平成 29・30 年告示）15において、著作権や知的

財産に関する内容の充実を図った。その内容に基づき、教科書発行者がその創意工夫に

より編集した教科書が学校現場において順次使用を開始 16している。文化庁においても、

学校現場における著作権教育に資するため、教科に応じた学校向けの著作権指導事例集

等の著作権教育教材の作成・インターネットを通じた発信を行っている。 

内閣府においては、「新しい創造をする」こと、及び「創造されたものを尊重する」こ

とを、楽しみながら育むことを目指す「知財創造教育 17」の取組が行われている。 

 

（２）今後の方向性 
  デジタル化・ネットワーク化が急速に進展し、人々の生活がデジタル技術により豊か

に変革していく「デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）」の推進は、文化芸術にお

ける創作・流通・利用にも大きな影響を与えている。 
こうした状況変化を踏まえ、誰もが日常的に著作物等に接する中で、適切に著作物等

を発信し、適法な利活用をすることにより、「コンテンツ創作の好循環」の最大化を目指

すことができると考えられる。 

 このため、これからの著作権の普及・啓発や教育に当たっては、次のような観点で検

討を進めてはどうか。 

① 著作物等をどうすれば適法に利用することができるかについての方法の周知や利

用の実践・経験 

② クリエイター目線での普及啓発（著作物等を発信する際の意思表示の大切さや、

利活用により初めて対価が生まれること、また集中管理といった対価還元の仕組み

に係る理解） 

③ 著作物等の利用について、「白（適法である）」と断定することができるのは著作権

者等であることを踏まえた著作権者等や企業の意思表示や取組 

④ 青少年のインターネット利用に関する取組や法教育、防犯教育といった関連する

分野や民間組織と連携した普及啓発 

⑤ 若い世代から大人まで、幅広い年代に対する日常的な著作物等の利活用場面での

                                                   
15  小学校の音楽、中学校の技術・家庭（技術分野）、音楽、高等学校の音楽、美術、工芸、書道等に

おいて、知的財産を創造、保護及び活用しようとする態度の涵養、創造性を尊重する態度の形成を

図るよう指導することとしている。また、高等学校の情報の指導においては、内容の取扱いに当た

り、知的財産や個人情報の保護と活用をはじめ、科学的な理解に基づく情報モラルの育成を図るよ

う配慮することとされている。 
16  小学校においては令和２年度から、中学校においては令和３年度から、高等学校においては令和

４年度より順次、新学習指導要領を踏まえて編集された教科書が使用されている。 
17  「知財創造教育」は、発達段階に応じて、新たな発見や思考の源泉となる創造性を育むととも

に、知的財産の保護・活用の重要性に対する理解の増進と態度形成を図り、もって知的財産の創造

に始まり、保護・活用に至る知的創造サイクルの好循環を生み出すための人材を育む教育と定義さ

れる。 
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普及啓発 

 

（３）具体的に考えられる方策例 
  上述の観点を踏まえ、今後行うべき取組として、以下のような例が考えられる。 
 ① 著作物等をどうすれば適法に利用することができるかについての方法の周知や利用

の実践・経験 

・ 教育機関における著作物利用などの権利制限の対象となっている利用や、許諾を

得て利用する場合の違いも含め、適法な利用事例をまとめたホワイトリストを作成

する。 

・ 学校において、著作権制度の基礎について学んだ上で、引用等による著作物の利用

や創作物の発信を実践できるような取組を実施したり、教育機関において簡単に活

用し、取組を推進できるようなコンテンツ・教材等を作成したりする。 

  

 ② クリエイター目線での普及啓発 

  ・ 著作権ビジネスに関する実務とともに、コンテンツの創作現場やクリエイターの

コンテンツ創作に対する想いなどを紹介した教材を製作し、学校現場等で活用し発

信する。 

・ クリエイターに対して、創作活動を行ったり著作物を公表したりする際に、利用に 

関する意思表示を行うことや、利活用の促進により対価が得られること、集中管理の

存在・仕組みなどの自分の権利を守りながら、著作物を利用してもらうためにできる

ことについて啓発する。 

・ 関係団体等との連携により、クリエイター同士の学びの場を設けて広報を実施。 

 

 ③ 著作物等の利用について、「白（適法である）」と断定することができるのは著作権

者等であることを踏まえた著作権者等や企業の意思表示や取組 

  ・ 上述のクリエイターに対する啓発のほか、企業等とも連携した意思表示の仕組み

を構築する。 

・ 企業等の販売促進用資料やキービジュアルといったコンテンツに関する二次利用

に関するガイドライン等、企業やクリエイターによる意思表示を促進する。 

  

 ④ 青少年のインターネット利用に関する取組や法教育、防犯教育といった関連する分

野や民間組織と連携した普及啓発 

  ・ 例えば「青少年のインターネットの適切な利用に関する教育及び啓発」に著作権

に関する内容を含めたり、法教育、防犯教育の一環として著作権に関連する題材を

取り入れたりすることは、数ある教育を合理的に実施できることにもなる。 

  ・ （一社）コンテンツ海外流通促進機構や（公社）著作権情報センター、（一社）Ａ

ＢＪ等の民間団体の知見を活用した普及啓発活動を実施する。 
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⑤ 若い世代から大人まで、幅広い年代に対する日常的な著作物等の利活用場面での普

及啓発 

  ・わかりやすく、面白く発信するための、アーティストやインフルエンサー、アニメ

等と連携したプロモーションを行う。 

 ・ 「映画館にいこう！」実行委員会が実施する「映画盗撮防止キャンペーン（NO MORE 

映画泥棒！）」などを参考に、コンテンツの享受・利用のタイミングで著作権に関し

て注意喚起するなど、官民が連携した取組を行う。 

 ・ 学生コミュニティ（文芸部、漫画研究会、軽音楽部、演劇部等）の活動に関係する

分野のクリエイターとの共同製作・共同発信により、啓発活動を実施する。 

・ＳＮＳへの投稿の際に、著作権に関する配慮がされているかを確認するポップアッ

プの表示やチェックリスト画面への遷移が行われるような仕組みを推奨する。 
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Ⅲ．まとめ 
 
 Ⅱ．に掲げた「１．簡素で一元的な権利処理について」及び「２．ＤＸ時代に対応した

著作権制度・政策の普及啓発・教育について」の方策は、いずれも著作物等の利用円滑化

を一層進め、新たな対価還元の創出につながるものであり、その実現に向け、総合的に取

り組んでいくべきである。 
 一方で、新しい権利処理の仕組みの実現に当たっては、これまでの審議においても意

見があったように、法制的課題や国内法制・条約との関係など、詳細な議論が必要であ

る。このため、本中間まとめで示した方向性を堅持しつつ、その実現に向けての法制的課

題を、引き続き議論すべきである。 
  併せて、権利情報データベースの構築や一元的窓口機関の創設等の環境整備について

は、関係省庁の支援を得つつ、速やかに進めていくことが望まれる。 
 
 
 
 




